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主 要 記 事 の 要 旨

ブッシュⅡ政権下の財政と連邦議会
―レーガン政権以降の財政運営比較の試み―

渡　瀬　義　男　　

①　本稿の目的は、「小さな政府」と市場重視の路線が高唱された 1980 年代以降の「同時代
史」の中で、G.W. ブッシュ政権（以下ブッシュⅡ政権）の実施した政策、果たした役割と
その特異性を、主に財政面から明らかにすることである。

②　ブッシュⅡ政権の旗印は大規模減税であった。その代表格である 2001 年減税は、税率
の削減と優遇税制の拡大（課税ベースの縮小）を特徴としていた。それは、レーガン政権第
1 期の 81 年減税と共通するのみで、レーガン政権第 2 期、父ブッシュ政権、クリントン
政権のいずれの租税政策とも明確に区別される。これにより財政赤字を急伸させたことも
レーガン政権期と同じであったが、最終的にはイラク戦争と金融危機対策とでさらに赤字
を膨張させ、桁外れの「遺産」を現政権と将来世代に残すこととなった。

③　ブッシュⅡ政権は、任期中のほとんどの期間、大統領と両院支配の政党が一致する「統
一政府」を謳歌した。そればかりか同政権は議会を従属状態に置いた。議会の共和党指導
部もその意を迎え、議会の審議・監視機能は大きく後退した。その実態は、議会の委員会
開会回数の激減をはじめとする諸統計によって裏づけられる。

④　1995 年に始まる共和党議会の時代、歳出予算法に加えられる特定地域の特定事業向け
資金（イヤマーク）は急増した。ロビイストもこれにからんで腐敗の温床と目されるよう
になった。2007 年、民主党議会の下で規制の歩みが踏み出されたが、イヤマークの要求
では両党が競い合っているのが実情である。金融危機の影響が長引き、地方と国民生活が
打撃をこうむる中、財政規律と財政健全化への道のりは遠い。
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はじめに

21 世紀初頭のブッシュ政権が幕を閉じてか
ら、ほぼ 1 年が経過した。このブッシュ（43 代

G.W. ブッシュ大統領。父 G.H.W. ブッシュ大統領＝

ブッシュⅠと区別するために、以下ではブッシュⅡ

とする）政権は、IT バブル崩壊や同時多発テロ
による沈滞に一時見舞われはしたが、クリント
ン前政権より引き継いだ財政黒字、大統領と両
院支配の政党が一致する「統一政府」という好
条件、さらに戦時大統領としての優越的地位に
恵まれていた。にもかかわらず、自らの引き起
こしたイラク戦争の泥沼化、前政権から受け継
いだ金融規制緩和とバブルの果ての金融危機勃
発により、2008 年選挙での共和党大敗をもっ
て退場せざるをえなかった。この間の事情の究
明に当たって、ブッシュⅡ政権の政策内容と政
策運営、議会との関係の考察が不可欠であるこ
とはいうまでもない。肝心なのは、ブッシュⅡ
政権を単独にではなく、「小さな政府」と市場
重視路線が高唱された 1980 年代以降の「同時
代史」の流れの中で取り上げることである。具
体的には、レーガン政権以後の歴代政権との対
比に焦点を合わせ、その類似点と相違点、連続
面と断絶面に光を当てることである。そうして
初めて、ブッシュⅡ政権の特異性が浮き彫りに
なるであろう。本稿の目的は、主に財政分野に
おいて以上の作業を行うことにある。それは同
時に、現オバマ民主党政権の背負い込んだ課題
をも照らし出すはずである。

Ⅰ　ブッシュⅡ財政の特徴―歴代政権と
の対比から

1　レーガン財政

レーガン共和党大統領は 1981 年、「レーガ
ノミックス」を掲げて華々しく登場した。レー
ガノミックスは、大規模な個人・企業減税、軍
備拡大と民生支出削減、マネーサプライ抑制に
よる金融引き締め政策（マネタリズム）、政府規
制の緩和、という 4 本柱から成っていた。それ
は国内政策面において、1970 年代のスタグフ
レーションで行き詰ったケインズ主義的な政府
介入路線を市場重視の「小さな政府」へと転換
させ、インフレ下で増大する納税者の負担を軽
減させようとするものであった。1981 年の経
済再建税法（Economic Recovery Tax Act, PL97 

-34）と 包 括 財 政 調 整 法（Omnibus Budget 

Reconciliation Act, PL97-35, 以下 OBRA81 のように

制定年を付して呼称）はその表れである。前者は、
個 人 所 得 税 率 の 大 幅 引 き 下 げ（ 最 高 税 率

70%→ 50%）、税率区分の物価調整と累進緩和、
法人に対しては法人所得税率の一部引き下げの
ほか、加速度償却制度の導入と投資税額控除の
拡大等の各種優遇措置の設定を特徴としていた

（第 1 次税制改革）（1）。後者は主に、現行法に裏
づけられた福祉・雇用・コミュニティ関係の地
方向け特定補助金を削減・統合する内容であっ
た（2）。

しかし、レーガン政権が声高に叫ぶ「小さ
な政府」については、そのレトリックと実際と
を区別する必要がある。それは、アメリカ的な
福祉国家の根幹を崩そうとするものではなかっ
たからである（3）。現に、アメリカで「社会保障」

（social security）と呼ぶ公的年金については、
1983 年の改革が行われている（社会保障修正法、

PL98-21）。適用範囲の拡大（連邦新規職員の対象

化）、給付の切り下げ（給付開始年齢の引き上げ

と物価スライドの半年延期）、負担の増大（労使折

⑴　 渋谷博史『20 世紀アメリカ財政史Ⅲ―レーガン財政からポスト冷戦へ―』東京大学出版会, 2005, pp.13-29.
⑵　 同上, pp.125-141; 横田茂「アメリカ連邦補助金改革と政府間財政関係の変貌」宮本憲一編『補助金の政治経済

学』朝日新聞社, 1990, pp.254-262.
⑶　 前掲渋谷・東京大学教授は、「不可逆的に膨張した福祉国家を、できるだけ市場論理に整合させる」「アメリ

カ的再編」と捉え（渋谷　前掲書, p.3）、「歴史的トレンド」の「逆転」ではなく「手直し」（同, p.11）と把握し
ている。
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⑷　 同上, pp.113-125.
⑸　 1982 年の課税公平及び財政責任法（PL97-248）と 1984 年の赤字削減法（PL98-369）の 2 法も見落とせない。

両法は赤字拡大に危機感を募らせた議会の発案によるもので、優遇措置の廃止・縮小などの税負担増を内容とし、
後の 1986 年改革に通じる法律であった（J.White and A.Wildavsky, The Deficit and the Public Interest: The 
Search for Responsible Budgeting in the 1980s , University of California Press, 1989, pp.249-258, 392-405; W. ニ
スカネン（香西泰訳）『レーガノミックス―アメリカを変えた 3000 日』日本経済新聞社, 1989, pp.114-126 参照）。

⑹　 このメカニズムについては、渡瀬義男「双子の赤字」斎藤眞ほか監修『新訂増補　アメリカを知る事典』平凡社, 
2000, pp.599-600.

⑺　 受給資格要件や給付額算定式を実体法で定めた義務的な給付制度のこと。国民の側から見れば「受給権付与
制度」である。具体的には、社会保障年金、メディケア（高齢者向け医療保険）、メディケイド（低所得者向け
医療扶助）、食料スタンプ、その他の所得保障制度を指す。

半の社会保障税率引き上げと一部年金給付への所得

税課税）等を中身とするこの改革は、後述の社
会保障信託基金の財政を好転させた（4）。要する
に、拠出と給付の関係が明瞭な「年金保険」タ
イプの負担増を実施したのであり、すべての増
税を峻拒したわけではないのである（5）。

ともあれ、この政策体系の結果は財政構造
の大枠を示す表 1 に明らかである。政権第 1 期
の事実上の最終年度たる 1984 年度実績をカー
ター政権期の 1980 年度と比べると（対 GDP 比）、
社会保障税の上昇（0.4%）にもかかわらず個人・
法人所得税の急落（合計 2.1%）を主因に歳入が
落ち込む一方、軍事支出の増大（1%）が非軍事
のその他補助金の削減（0.9%）を上回り、利払
い費増（1％）も重なって財政赤字が急増（2.1%）

している構図が読み取れる。この財政赤字こそ、
金融引き締めと相まって高金利をもたらし、ド
ル高を通じて経常収支の赤字（双子の赤字）、さ
らにはアメリカの債務国化を引き起こした根源
であった（6）。皮肉なことにレーガン政権は、そ
の拠って立つサプライサイド経済学ではなく、
ケインズ的需要拡張策を実行したといってよ
い。こうして同政権は 2 期目の政策転換を迫ら
れることとなる。

まず、ドルの切り下げ（＝ドル安）への公式
の転換は、1985 年 9 月の G5 プラザ合意によっ
て行われた。次の財政赤字対策は、同年 12 月、
議会とりわけ上院共和党の主導により均衡予算
及 び 緊 急 赤 字 統 制 法（PL99-177, 主 唱 者 の

Gramm=Rudman=Hollings を用いて通称グラム＝

ラドマン＝ホリングス法、GRH 法と略記）に結実
した。GRH 法は、1991 年度予算の均衡と各年
度赤字目標額の設定、それを超過する場合の強
制的削減方式（義務的給付であるエンタイトルメ

ント（7）や国債利子は削減対象から除外、エンタイト

ルメントのうちメディケアのみ部分適用）を定め
ていた。しかし、削減の発動手続きをめぐって
最高裁の違憲判決を受けたばかりか、赤字目標
額を全く達成できなかったことで、実効性も信
頼性も喪失し、1987 年 9 月わずか 2 年足らず
で修正を余儀なくされた（GRH 再確認法、

PL100-119）。修正法は、均衡年次の先送り（1991

年度→ 93 年度）、削減報告機関の変更（会計検査

院 [General Accounting Office, 今日の Government 

Accountability Office, ともに GAO と略称 ] →行政

管 理 予 算 局 [Office of Management and Budget, 

OMB と略称 ]）を内容とする急場しのぎの性格
を免れなかった。決算・実績を拘束せずに補正
増を許したり、予算のカラクリ操作を助長した
りするなど、旧法の欠陥も引き継いでいた。こ
の財政赤字放置への市場の不信が、翌 10 月の
株式大暴落（ブラックマンデー）の遠因になっ
たことは否定できない。

赤字の一大要因であった税制については、
1986 年税制改革法（Tax Reform Act, PL99-514）

が成立した。個人所得税の税率削減（最高税率

50%→ 28%）、人的控除等の引き上げ、法人所得
税の税率削減（最高税率 46%→ 34%）による減
収を、数多くの優遇税制の廃止・縮小（＝課税ベー

スの拡大）による増収で補う「税収中立」型の
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改革である。その典型が長期キャピタルゲイン
課税であった。それまでの課税所得算入率を
40％から 100％へと広げたために、実質税率が
20％（50％× 40％）から 28％（28％× 100％）へ
と上昇したのである。このように同法は、1981
年法の税率引下げ（フラット化）という流れに、
82 年と 84 年の 2 法が着手した公平（タックス・

シェルター封じ）というもう 1 つの流れが合流
して生まれたもので、ともに納税者の要求を反
映していた（第 2 次税制改革）（8）。

以上の政策実績を財政構造から確かめてみ
よう。表 1 において政権最後の 1988 年度を 84
年度と比べると、個人・法人所得税の増大（合

計で 0.6%）、軍事支出の横ばい、エンタイトル
メントを中心とする個人への支払いとその他補
助金の減少（合計で 0.7%）となり、財政赤字幅
の縮小（1.7%）が認められる。2 期目のレーガ

ン財政が軌道修正した跡が窺える内容である。
なお、レーガン政権下、下院において民主

党が引き続き多数を占め、上院においては 81
～ 86 年まで共和党、87 年からは民主党の支配
へと変化した。「分割政府」状態を続けたわけ
であるが、1 期目の南部を主力とする民主党保
守派の大統領支持、2 期目における上院共和党

（保守派・財政健全派）の大統領からの離反が特
徴であった。

2　ブッシュⅠ財政

1989 年、「新規増税反対」（‘no new taxes’）

を公約にブッシュⅠ大統領が登壇した。しかし、
ブッシュ新大統領は、自らが副大統領として推
進したレーガノミックス 8 年のツケを一身に背
負い込まなければならなかった。たとえば、巨
額の財政赤字をさらに悪化させた貯蓄貸付組合

⑻　 租税優遇措置のすべてが廃止されたわけではもちろんなく、「現実の政治過程におけるコンセンサスを形成す
るために、いくつかの重要な租税優遇措置が存続」（渋谷　前掲書, p.69）している。代表的事例として、雇用
主提供年金保険・医療保険の優遇や慈善寄付金の所得控除のように民間福祉制度を促す制度、また、住宅モー
ゲージ利子の所得控除（2 軒目まで）や地方財産税の所得控除のように持ち家＝「アメリカン・ドリーム」実
現を助ける制度、などを挙げることができる。なお、この税制改革において、全米レベルでの付加価値税（小
売売上税）が最終的に否定されたことも注目に値する。逆進性、州売上税との競合、物価上昇に対する懸念が勝っ
たのである（H.Aaron et al., Economic Choices 1987 , The Brookings Institution, 1986, pp.16, 107-108）。1980
年代の税制改革の背景、経緯、効果、問題点については、E.Steuerle, The Tax Decade: How Taxes Came to 
Dominate the Public Agenda , The Urban Institute Press, 1992 が最も包括的である。

表 1　歴代政権下の財政構造　  （単位：対 GDP 比％）  
1980 年度 1984 年度 1988 年度 1992 年度 1996 年度 2000 年度 2002 年度 2004 年度 2006 年度 2008 年度 2009 年度

歳出合計 21.7 22.1 21.2 22.1 20.3 18.4 19.4 19.9 20.4 21.0 28.1 
軍事支出 4.9 5.9 5.8 4.8 3.5 3.0 3.4 4.0 4.0 4.3 4.8 
非軍事支出 16.8 16.2 15.4 17.4 16.8 15.4 16.0 16.0 16.4 16.6 23.2 

個人への支払 10.2 10.4 10.0 11.7 11.9 10.9 12.0 12.1 12.2 12.8 14.7 
直接支払 9.0 9.3 8.7 9.9 9.9 8.9 9.7 9.8 10.1 10.7 12.0 
州・地方補助金 1.2 1.2 1.3 1.8 2.0 1.9 2.2 2.3 2.1 2.1 2.7 

その他補助金 2.2 1.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 1.1 1.3 
純利子 1.9 2.9 3.0 3.2 3.1 2.3 1.6 1.4 1.7 1.8 1.0 
その他 3.2 2.4 2.1 2.1 1.3 1.7 1.7 1.7 1.7 1.5 6.9 
相殺項目 -0.7 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.6 -0.6 

歳入合計 19.0 17.3 18.1 17.5 18.9 20.9 17.9 16.3 18.5 17.7 15.1 
個人所得税 9.0 7.8 8.0 7.6 8.5 10.3 8.3 7.0 8.0 8.1 6.7 
法人所得税 2.4 1.5 1.9 1.6 2.2 2.1 1.4 1.6 2.7 2.1 1.0 
社会保障税 5.8 6.2 6.7 6.6 6.6 6.7 6.8 6.4 6.4 6.3 6.3 
間接税 0.9 1.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 
その他 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 0.7 0.8 0.8 0.6 

財政収支 -2.7 -4.8 -3.1 -4.7 -1.4 2.4 -1.5 -3.6 -1.9 -3.2 -12.9 

（注）　直接支払とは、社会保障年金・メディケア・食料スタンプ・補足的所得保障など連邦事業を指す。州・地方補助金はメデ
ィケイド・AFDC（TANF）のような連邦補助金を用いた共同事業。その他補助金はコミュニティ開発など、上記以外の
補助金のことをいう。また、相殺項目とは、収入金を伴って歳出純計を導く項目のことである。数値は 2008 年度まで実績。

（出典） OMB, Historical Tables: Budget of the U.S.Government, Fiscal Year 2010, 2009, pp.24-25（Table1.2）, 34-35（Table2.3）, 
123-126（Table6.1）より筆者作成。



ブッシュⅡ政権下の財政と連邦議会

レファレンス　2009. 12 57

（S&L）の救済費にしても、その破綻の一因を
なした金融規制緩和の旗振り役は、ブッシュ自
身が務めたものであった（9）。一方で新大統領は、
実効ある財政赤字削減策の検討を使命とした諮
問機関、国家経済委員会（National Economic 

Commission, NEC。今日 L. サマーズ元財務長官を

議 長 と す る 国 家 経 済 会 議（National Economic 

Council）の略称と同じだが別物であることに注意）

の勧告を無視した（10）。
それでもブッシュⅠ政権は、財政再建策に

突き進まざるをえなかった。財政赤字見通しが
悪化していた上、ブラックマンデーの衝撃も
生々しかったからである。正規の予算過程（後

述）にない予算サミットを通じた 91 年度予算
の合意は、下院において、増税に激怒した共和
党保守派とメディケア削減に憤激した民主党リ
ベラル派との連合に葬られるという波乱にも見
舞われた。中間選挙というタイムリミットに迫
られて仕切り直しと妥協が進み、射程 5 年の赤
字削減策を内蔵する包括財政調整法（PL101-508, 

OBRA90）が成立したのは、1990 年 11 月のこ
とであった。OBRA90 の増収策には、個人所
得税率の引き上げ（最高税率 28%→ 31%、ただし

キャピタルゲイン税率は 28%に据え置き）、高額所
得者の代替ミニマム税率（11）引き上げ、個別消
費税・メディケア課税上限所得の引き上げが含
まれていた。高額所得者の税負担を高めながら、
キャピタルゲイン税を相対的に優遇すること
で、民主・共和両党の妥協を図ったわけである。
しかし、これによって、水平的公平を目指した

86 年税制改革法の一角が崩れたことは否めな
い。

一方、OBRA90 の歳出抑制策は、法第 13 章
の予算執行法（Budget Enforcement Act, BEA と

略称）で規定された。BEA は、軍事費・連邦
機関運営費等の裁量的経費にキャップ（cap, 支

出上限額）を設け、義務的経費における歳出増
または税収の減少を伴う新規立法に対しては、
その赤字分を相殺する削減策なり増収策なりを
義務づけるペイアズユーゴー（pay-as-you-go, ペ

イゴーと略称）を定めていた。GRH 法との最大
の相違点は、赤字上限目標額の大統領による変
更を許容し、均衡年次を設定しなかったことで
ある（12）。赤字そのものではなく、議会の統制
可能な赤字要因を規制する法律ということもで
きる。このほか、補正段階での赤字上限額突破
の防止、社会保障信託基金の財政収支への算入
禁止（予算本体の数値表示）、連邦信用計画の改
革など、財政規律を実質的に強める特長も有し
ていた。

また、ブッシュⅠ大統領はこの OBRA90 の
直後、議会に押される形で首席財務官法

（PL101-576）に署名、これを成立させた。首席
財務官の任務は、各政府機関内の財務管理活動
の一切を監督し、年次財務報告を作成・提出す
ることである（カーター政権下にすでに置かれて

いた各機関の監察総監がこの財務報告を監査する）。
連邦政府全体では、OMB 内に管理担当副長官
を任命し、同副長官に首席財務官協議会を主宰
させることとした。これにより OMB の指導の

⑼　 ニスカネン　前掲書, pp.165-166, 173-174, 184-185.
⑽　 NEC は、ブラックマンデーの 2 か月後に設立された超党派の機関であったが、軍事費、医療・福祉関係費、

増税をめぐる対立・抗争のために、1989 年 3 月両論併記の勧告を提出することで役目を終えていた（渡瀬義男「借
金大国―レーガン財政の軌跡」藤本一美編『アメリカ政治の新方向』勁草書房, 1990, pp.169-170）。

⑾　 高額所得者の優遇税制利用を抑える制度。優遇措置を排除してミニマム税率で計算した「試算税額」が最終
的に通常計算による「通常税額」を上回る場合に、超過分を代替ミニマム税として納税させる（逆の場合には
代替ミニマム税は生じない）。近年、試算税額算定上の免税額がインフレ調整されずに中間層までが課税される、
納税事務負担が大きい、などの問題点を抱えている（伊藤公哉『アメリカ連邦税法―所得概念から法人・パー
トナーシップ・信託まで―（第 3 版）』中央経済社, 2005, pp.311-320; 野本誠「米国税制の概要とブッシュ政権の
抜本的税制改革案」『租税研究』683 号, 2006.9, pp.154-156, 159-160 参照）。

⑿　 A.Schick, The Federal Budget: Politics, Policy, Process , Revised Edition, Brookings Institution Press, 2000, 
pp.25, 48-50, 280.
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下に、行政府と議会に対して信頼するに足る財
務情報を提供し、財務管理システムの改善を推
進する体制が整った。首席財務官法は、その後
の政府管理改革法（PL103-356, 1994 年）、連邦財
務管理改善法（PL104-208 第 8 章, 1996 年）とと
もに、連邦財務管理の整備を牽引することとな
る。1990 年はまた、GAO、OMB、財務省の 3
者が連邦会計基準諮問委員会（FASAB と略称）

を設け、統一的な会計基準整備に乗り出した年
として注目される（13）。

このようなブッシュⅠ政権の財政実績を表 1
で概観してみよう。まず、冷戦の終了を受けて
1992 年度の軍事支出が 88 年度対比で 1%低下
しているのが目立つ（14）。しかし一方で、景気
後退の影響から所得税・法人税収が低減（合計

0.7%）したこと、エンタイトルメント等の個人
への支払いが増大（1.7%）したことにより、財
政赤字比率が膨張（1.6%）したことが読み取れ
る。結局「心優しい国」を唱えながら、格差拡
大（15）から社会不安を醸成し、公約を破棄して
増税策に踏み込んだブッシュⅠ大統領は再選の
夢を断たれた。

なお、ブッシュⅠ政権時代は、両院とも民
主党が支配していた完全な分割政府であり、そ
の中で下院共和党保守派の反発さえ招いたこと
が特記される。

3　クリントン財政

クリントン民主党大統領は 1993 年、「変革」
を掲げて登場した。クリントン政権は、発足後
間もない同年 8 月、1994 年度以降 5 年間の赤
字削減策を盛り込んだ OBRA93（PL103-66）を
成立させた。この OBRA93 自体は、クリント
ン政権の独創ではない。それは OBRA90 を手
本とし、高額所得者への増税と軍事費の削減に
力点を置いたものである。税制面では、個人所
得税率の引き上げ（最高税率 31%→ 39.6%）、法
人税率の引き上げ（最高税率 34%→ 35%）、メディ
ケア課税上限所得の撤廃、公的年金給付の課税
範囲の拡大、そして低所得者向けの EITC（16）

拡充を行った。支出面では、軍事費のほかメディ
ケア等の削減に踏み込んでいた。

景気好転の初期に、この枠組みを整えた意
義はきわめて大きかった。赤字の減少（予想）

が FRB の金融緩和策の下で長期金利の低下を
促して株高を呼び、同時進行していた規制緩和
と相まって企業投資の拡大を導く。雇用の増加
と消費の拡大がこれに伴って好況を加速し、再
強化された累進制の下で税収が伸張する。他方
で好景気は失業給付や福祉支出を減少させる。
歳入・歳出両面から赤字削減が急速に進行する、
というこの好循環は、財政放漫と金融緊縮の組
合せで失敗したレーガン政権第 1 期とは正反対
のものであった。これによって、統合予算（17）

⒀　 渡瀬義男「米国会計検査院（GAO）の 80 年」『レファレンス』653 号, 2005.6, pp.53-55.
⒁　 1991 年度の湾岸戦費は同盟国の拠出にも依存したため、大きな変動要因とはならなかった。
⒂　 ブッシュⅠ政権がOBRA90において、勤労所得税額控除（Earned Income Tax Credit, EITCと略称）を拡充し、

児童を抱える就労貧困層への所得保障を広げたことは確かである。しかし、その引き上げ幅は次のクリントン
政権期に比べてわずかであった（根岸毅宏『アメリカの福祉改革』日本経済評論社, 2006, pp.109-116）。1991 年
2 月 22 日の上院予算委員会公聴会のテーマは、「1980 年代における所得と税負担の傾向」であり、副題はまさ
しく「不平等の 10 年」であった。そこでは、所得不平等化の著しい進行が様々に証言されている（U.S.Senate, 

“Concurrent Resolution on the Budget for Fiscal Year 1992: Income and Tax Trends in the 1980’s ; A Decade 
of Inequality,” Hearing before the Committee on the Budget , 102 Cong. 1st Sess., S.Hrg.102-68, Pt.3, Feb.22, 
1991, pp.23-25, 56, 61, 64, 76, 81-83, 108, 110）。また、ビジネスウィーク誌も同年 8 月、「アメリカン・ドリーム
に何が起きたのか」と題する特集記事を掲載し、年齢・学歴・人種による格差が近年急速に進行したことを裏
づけている（Business Week , No.3217-547, Aug.19, 1991, pp.44-49）。わが国では宇沢弘文教授が、アメリカ社会
に「分裂」と「不平等」をもたらしたとして、レーガン＝ブッシュⅠ政権を論難している（宇沢弘文『二十世
紀を超えて』岩波書店, 1993, pp.48-55）。

⒃　 注⒂を参照。
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は黒字に転換した（1998 年度～ 2001 年度）。ク
リントン政権は、冷戦後の軍事費削減（「平和

の配当」）を享受でき、また増税余地が広がる
好況初期に就任したという点で「幸運」に恵ま
れはしたが、それを生かす果断な政策も持ち合
わせていたといえよう（18）。

クリントン政権は、このほか以下の諸政策
を通じて財政再建と財務管理改善、さらに行財
政改革に取り組んだ（19）。

第 一 は、1993 年 の 政 府 業 績 成 果 法
（Government Performance and Results Act, PL103-

62, GPRA と略称）である。議会主導によって生
まれ、多年度の段階的実験を踏んで目標設定・
事業評価と予算編成との結合を目指した同法
は、過去における予算編成手法の改革と根本的
に異なっていた（20）。先の首席財務官法と併せ
て、連邦政府全般にわたる統一的な監査システ
ム、業績重視予算＝パフォーマンス・バジェッ
トの土台を形作ったといっても過言ではない。

第二は、ゴア副大統領（当時）を先頭にした
国家業績レビュー（NPR と略称）の推進である。
人員削減だけを取り上げても、1992 年から 99
年にかけて制服軍人 46 万 2 千人、行政府職員
33 万 1 千人、立法府・司法府併せて 3 千人と
いう規模で実施されている。州・地方が受け皿
に回ったことは事実としても、この数字は注目
に値する。もっとも、その中には例えば GAO
職員の大幅削減も含まれており、「効率化」が「調
査力低下」などのマイナスと背中合わせである

ことを見逃すべきではない。クリントン政権は
これ以外にも、調達の電子化・簡素化、文書作
成事務負担の軽減などを強力に推進した。

第三は、1996 年個人責任及び勤労機会調整
法（PL104-193, 「福祉改革法」と通称）の成立であ
る。ここで「福祉」とは、低所得の母子家庭へ
の現金給付を典型とする要扶養児童家庭扶助

（AFDC と略称）を意味しており、従来から福祉
依存を再生産しているとの批判が根強かった。
クリントン政権は、共和党の主張を取り入れる
形で AFDC を廃止し、代わりに貧困家庭一時
補助（TANF と略称）を新設した。州に対する
無制限・定率の特定補助金から、定額の一括補
助金への移行である。新制度は、受給開始 2 年
以内の勤労・職業訓練を義務づけ、一生を通じ
ての支給期間を 5 年に制限するというもので、

「権利」としての福祉（エンタイトルメント）か
ら「対価」としての福祉への転換であり、自立・
自助への誘導が意図されていた。しかし、
TANF の前途に楽観は禁物である。当初こそ
好景気で受給者が減るという順調な滑り出しを
見せはしたが、景気の暗転に伴って税収減と受
給者増に見舞われる州の対応が割れ、州間格差
が拡大するのではないか、受給期間終了後に不
況で雇用を失う貧困者の生活はどのように保障
されるのか、そもそも「福祉」を離脱した就労
低所得者が「貧困ライン」を上回る生活を維持
できるのか等 （々21）、連邦政府にとっての課題
は山積している。

⒄　 統合予算（Unified Budget）は連邦財政を総合的に表示する。それは、①わが国の一般会計と特別会計に相
当する連邦基金、②同じく特別会計に相当する信託基金から成っている。それはまた、通常の予算本体を表す
オンバジェットと予算外を意味するオフバジェットとに大別される。さきの社会保障信託基金は、信託基金と
オフバジェット両者の性格を併せもつ例外的な存在である（後述する「調整」の対象からも外れている）。

⒅　 J.Frankel and P.Orszag ed., American Economic Policy in the 1990s , MIT Press, 2002, pp.27-32, 39-43, 47, 51, 
71-77, 116.  また邦語文献では、A. ブラインダー ・ J. イェレン（山岡洋一訳）『良い政策　悪い政策―1990 年代
アメリカの教訓』日経 BP 社, 2002, pp.5, 8-9, 14, 83, 89-95, 118, 136-138, 142 参照。

⒆　 詳しくは、渡瀬義男「クリントン政権による財政再建と福祉改革」日本財政法学会編『財政再建と憲法理念』
龍星出版, 2000, pp.9-31.

⒇　 ジョンソン大統領の PPBS、カーター大統領のゼロベース予算は、いずれも法的根拠をもたず、事実上一代
限りで失効している（渡瀬　前掲論文⒀「GAO の 80 年」, pp.44-45, 54-55）。

21　 坂井誠『現代アメリカの経済政策と格差―経済的自由主義政策批判』日本評論社, 2007, pp.95-105 参照。
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第四に、1997 年の二つの調整法がある。財
政均衡法（Balanced Budget Act, PL105-33）と納
税者救済法（Taxpayer Relief Act, PL105-34）が
それである。前者はメディケア中心の経費節減
策のほか、2002 年度までの収支均衡の達成、
キャップとペイゴーの規定の 5 年間延長等を掲
げていた。後者は主に、長期キャピタルゲイン
の税率引き下げ（28%→ 20%）、児童税額控除と
教育税額控除等を盛り込んでいた。キャピタル
ゲイン減税で累進度の低下を図りたい共和党
と、福祉改革の打撃を和らげたい民主党の主張
との「抱き合わせ（22）」であり、クリントン政
権の特色を如実に示す立法である。このスタイ
ルが可能だったのも、グローバル化を先導する
アメリカにおいて、株価高騰と外資流入に支え
られた経済が活況を呈していた（「ニューエコノ

ミー」）からである。
これらの結果を表 1 の財政構造で確認しよ

う。財政黒字となった 2000 年度を 1992 年度と
の対比で見ると、歳入面では、個人所得税の
2.7%増、法人所得税の 0.5%増を牽引力として
3.4%の増収となり、歳出面では、軍事支出の
1.8%減、個人への直接支払いの 1%減等、合計
で 3.7%の減少を見せている。増税と軍事費削
減・福祉改革が好景気の追い風を受けて財政を
好転させた主因だったことが裏づけられる。

なお、クリントン政権は 1993 ～ 94 年こそ
統一政府の環境にあったが、94 年中間選挙で
民主党が大敗したため、95 年からは両院を支
配する共和党と全面的に対峙せざるをえなかっ
た（完全な分割政府）。とりわけ、「アメリカと
の契約」を掲げて下院をリードする N. ギング
リッチ下院議長ら共和党保守派との抗争は激し
く、予算不成立によって政府機関が一時閉鎖

（1995 ～ 96 年）されたり、大統領・有力議員の
スキャンダルが追及され続けたりする「党派政
治」（‘partisan politics’）が横行した（23）。

クリントン政権下の特徴として最後に一言
しておかなければならないのは、金融分野の規
制緩和が頂点に達したことである。1999 年に
はグラム＝リーチ＝ブライリー法（PL106-102, 

「金融サービス近代化法」ともいう。主唱者である

委員長 3 名 Gramm=Leach=Bliley の頭文字から

GLB 法と略称）が成立した。GLB 法は銀行・証
券の相互参入に道を開いたことによって、
ニューディール期以来の諸規制（24）を緩和・撤
廃する 1980 年代以降の動きを集大成するもの
であった。新たな法制度と担い手の登場は、す
でに 70 年代から始まっていた債権の証券化（25）

に一層の拍車をかけた。その行き着く先にあっ
たものこそ、世界的な資金余剰の下でサブプラ
イム・ローン等を幾重にも証券化した金融商品

22　 Schick, op.cit ., p.104.
23　 T.Mann and N.Ornstein, The Broken Branch: How Congress Is Failing America and How to Get It Back on 

Track , Oxford University Press, 2006, pp.11-13, 108-122, 211-213. 議員も地域も党派色で固まり、肩入れする利
益集団がこれを支え、ニュースとトークショーがこれを煽るという党派抗争時代（‘partisan era’）と捉えるこ
ともできる（ibid ., pp.224-225）。なお、著者のマン氏とオルンスタイン氏は、それぞれブルッキングス研究所と
アメリカン・エンタープライズ研究所に在籍する有数の議会政治研究者である。

24　 1933 年銀行法（通称グラス＝スティーガル法）による預金金利規制、州際業務規制、銀行・証券兼業規制
の三大規制である（樋口修「米国における金融・資本市場改革の展開」『レファレンス』635 号, 2003.12, pp.47-
62）。ここに登場するグラム上院銀行委員長（共和党）が 1985 年 GRH 法を提唱したことを想起されたい。グラ
ム議員はこのように、均衡財政と自由市場を信奉する保守派の中心であった。

25　 1970 年の政府抵当金庫（GNMA, 通称ジニーメイ）による融資債権の証券化が嚆矢となった。政府系住宅金
融機関のモーゲージ担保証券（MBS）から始まった証券化は、1987 年、銀行の一般債権の証券化にまで発展し
た（同上, pp.58-59 参照）。やがて、この証券化の舞台上に住宅バブルに踊る役者たちが登場する。その主役ク
ラスが、借り手の返済能力を無視して貸し出すモーゲージ会社、自ら貸出も証券化も手がける商業銀行、借入
金を梃子（レバレッジ）にして高利回りの証券化商品に投資する投資銀行、その商品に高格付けを与える格付
会社、それに債務不履行保険（CDS）をかけて手数料を取る保険会社であった。
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が乱舞し、十分な規制・監督もないまま世界中
にリスクが飛散して勃発した金融危機に他なら
ない。一方、住宅税制において、1997 年に住
宅の売却・交換から生ずるキャピタルゲインの
非課税枠が拡大されたことも見逃せない（25 万

ドル、夫婦共同申告の場合は 50 万ドルまでの非課

税枠が、一定条件付きながら何回も利用できる制度

―納税者救済法）。後の低金利政策と相まって住
宅バブルの形成に深く関わったからである（26）。

4　ブッシュⅡ財政

2001 年、最高裁の後押しで辛くも誕生した
ブッシュⅡ大統領（27）の旗印は大規模減税で
あった。「納税者への黒字の払い戻し」という
保守派の主張を前面に押し出した 2001 年法と、
景気対策をも加味した 2003 年法は、その代表
格である（28）。

ま ず、2001 年 の 経 済 成 長・ 減 税 調 整 法
（Economic Growth and Tax Relief Reconciliation 

Act, PL107-16, EGTRRA と略称）は、2010 年末
までの大規模な時限的減税を段階的に実施す
る、税率削減だけでなく優遇措置も増やす、後
述の「調整」方式を減税に用いる、という特異
な手法に貫かれていた。次に、2003 年の雇用・
成長・減税調整法（Jobs and Growth Tax Relief 

Reconciliation Act, PL108-27, JGTRRA と略称）は、
2001 年法の前倒しと配当・キャピタルゲイン
税率の削減とで際立っていた。両法によって、
① 個 人 所 得 税 率 の 引 き 下 げ（ 最 高 税 率

39.6%→ 35%、下位税率の削減と 10%税率区分の新

設）、②相続税の段階的廃止と贈与税率の削減、
③児童税額控除の増額、④結婚世帯（夫婦合算

課税）の減税、⑤年金拠出（個人退職勘定等）の
優遇措置拡大、⑥代替ミニマム税の軽減、⑦配
当・キャピタルゲイン税率の引き下げ（最高税

率 20%→ 15%、一定所得層以下では 0%）などが実
施された（29）。2003 法は、このほか法人設備に
対する即時償却の拡大等を定めていた。

いま内容と手法に実施スケジュールを加味
すれば、両減税法の意図・性格は一層明らかに
なる。端的にいうなら、それは税制に時限性・
複雑性という混乱要因を持ち込む強引さであ
り、中・低所得者向けの減税を先行させて、後
年度に富裕者への恩恵を集中させる計算高さで
ある（30）。この富者優遇については、いくつか
の機関・団体が試算しているが、ここではアー
バン研究所・ブルッキングス研究所共同の租税
政策センターによる計測事例を紹介しよう。エ
ルメンドルフ主任研究員らの研究によれば、減
税財源の調達や納税者の対応行動の要素を織り
込んだ所得分配上の効果は、最低五分位層から
第 3 五分位層（人口の下から 60%の階層）のマイ
ナス、第 4 五分位層と最高五分位層（上から

40％の階層）のプラス、最上位 1％層の圧倒的
な受益という姿が浮き彫りになっている（31）。
経済格差を広げる税法であったことは疑いを容
れない。

さらにブッシュⅡ政権は、2002 年に雇用創
出・勤労者支援法を、2004 年に勤労世帯減税
法（Working Families Tax Relief Act, PL108-311）

26　 渡瀬義男「租税優遇措置―米国におけるその実態と統制を中心として―」『レファレンス』695 号, 2008.12, 
pp.23-24.

27　 大統領選挙人団での差も紙一重だったが、最高裁の判定も 5 対 4 と薄氷の当選であった（Mann and 
Ornstein, op.cit ., pp.122-123）。

28　 J.Gosling, Budgetary Politics in American Governments , Fifth Edition, Routledge, 2009, p.85.
29　 河音琢郎「租税・財政政策」河音琢郎・藤木剛康編著『G・W・ブッシュ政権の経済政策―アメリカ保守

主義の理念と現実―』ミネルヴァ書房, 2008, pp.37-41; D.Elmendorf et al., “Distributional Effects of the 2001 
and 2003 Tax Cuts: How Do Financing and Behavioral Responses Matter?”National Tax Journal , Vol.61, No.3, 
Sep.2008, pp.365-380; J.Tempalski, “Revenue Effects of Major Tax Bills,” OTA Working Paper 81, Sep.2006, p14.

30　 坂井　前掲書, pp.185, 187-190 参照。
31　 Elmendorf, op.cit ., pp.374-379. ちなみに、エルメンドルフ氏は 2009 年 1 月、第 8 代議会予算局（後述の

CBO）局長に選任された。
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とアメリカ雇用創出法を、第 2 期に入って
2006 年 に は 赤 字 削 減（ 調 整 ） 法（Deficit 

Reduction Act, PL109-171）と増税防止調整法
（PL109-222）を立て続けに成立させた。このう
ち 2004 年の勤労世帯減税法は、主に 2001・
2003 両法の減税規定を時限的に延長する内容
のものであった（2006 年増税防止調整法も同様）。
これに対して 2006 年の赤字削減法は、貧困家
庭一時補助の授権の延長と並んで、メディケイ
ドの削減を図ったことが注目される。2003 年
にメディケア処方薬改善及び近代化法（PL108-

173）によって新たな義務的給付を追加したブッ
シュⅡ政権は、財政保守派からも非難を浴びて
いた（32）。今度はコスト削減を狙ってメディケ
イドに踏み込んだのである。これはアメリカ型
福祉国家の限られたセイフティ・ネットをさら
に切り縮める措置と言わなければならない（33）。

総じて、ブッシュⅡ政権がレーガン政権の
第 1 次税制改革と同じように、税率削減と優遇
措置拡大（課税ベース縮小）を追求したことは
明らかである（34）。一方の歳出面において、対
テロ戦争からイラク戦争へと戦時財政を推し進
めた同政権は、緊急時支出ということでキャッ
プの規制を潜り抜け、2002 年度末にはキャッ
プとペイゴーの財政規律条項の失効を放置し
た。表 1 はその財政運営を映し出している。す
なわち、2008 年度を 2000 年度対比で見ると、

個人所得税の 2.2%減を主因として歳入が 3.2%
もの低落ぶりを示し、軍事支出の 1.3%増、個
人への直接支払いの 1.8%増を受けて歳出が
2.6%も上昇しているのである。ブッシュⅡ政権
が構造的な赤字を作り出したことに疑問の余地
はない（35）。クリントン大統領が財政健全化の
ために増税を選択し、それによって議会選挙で
の敗退という当面の不利益を甘受したとすれ
ば、ブッシュⅡ大統領は反対に、選挙戦を有利
にするため、また減税こそが成長と増収を生む
との固定観念から減税に執着し、財政の持続可
能性を限りなく低下させたわけである。ここで、
4 代の政権における基幹税の最高税率を図示す
れば、図 1 のとおりである。

なお、ブッシュⅡ政権は、共和党が両院を
事実上支配する統一政府を謳歌した（2001 ～ 06

年。ただし、2001 ～ 02 年の一時期のみ上院で民主

党が多数を占めた）。後述のように、大統領は議
会を従属状態に置いた。しかし 2005 年、イラ
ク戦争の行き詰まりやハリケーン・カトリーナ
への対応不手際を契機に人気を低落させた大統
領は、翌年の中間選挙で敗北を喫した。2007
年からは両院多数派に復帰した民主党との分割
政府に直面し、レームダック状態を続けた。や
がて住宅バブル崩壊後の対応を誤り、2008 年 9
月のリーマン・ショックから金融危機と世界同
時不況の引き金を引いたブッシュⅡ政権は、11

32　 将来推計の甘さだけでなく、採決のごり押しによっても悪評にまみれた法律であった（Mann and Ornstein, 
op.cit ., pp.1-6, 172-173）。

33　 坂井　前掲書, pp.112-113, 138-139, 231-232. 一般財源による補助金としてのメディケイドは従来、「最低限の
セイフティ・ネット」として整備が必要な事業とされてきた（渋谷　前掲書, pp.129-138, 222-230）。それを転換
するかのようなブッシュⅡ政権の医療政策（4 千数百万人の無保険者に対しては無策）からは、政権の唱える「所
有権社会」（ownership society）の本質が顔をのぞかせている。この無保険者の削減を目指す医療保険改革は、
オバマ政権最大の内政課題である。

34　 A.Schick, The Federal Budget: Politics, Policy, Process , Third Edition, Brookings Institution Press, 2007, 
p.176.

35　 河音　前掲論文, pp.34-36.  なお、ブッシュⅡ大統領は第 2 期発足の直後に連邦税制改革大統領諮問委員会を
設置して、減税構想を裏づけようとした。2005 年 11 月に提出された報告書は、優遇税制による複雑化で申告
コストも徴税漏れも大きいと指摘するなど、現状分析には傾聴すべき点が多い。その主張の眼目は、併記され
た「簡素化所得税案」と「成長・投資税制案」に表れているが、とくに両案に含まれる既存の所得控除の整理・
縮減と税額控除の統合は示唆に富む。しかし結局、政権の行き詰まりで推進力を失った両案は棚上げとなった（林
正寿『アメリカの税財政政策』税務経理協会, 2007, pp.135-154 参照）。
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月の選挙で民主党に大敗する。今やその負の遺
産―住宅喪失者・失業者・医療無保険者の困窮、
銀行不良債権の累積、基幹製造業の衰退、国債
の累増など―は、現オバマ政権に重くのしか
かっている。

最後に、政権評価の公平を期して、ブッシュ
Ⅱ政権による業績予算の進展努力にも言及して
おこう。同政権は、1993 年の政府業績成果法
による情報に満足せず、その情報の活用へと踏
み出した。2001 年 9 月の大統領管理アジェン
ダは、全政府的目標の中心に「予算・業績の統
合」（Budget and Performance Integration, BPI と

略称）を据えた（36）。BPI は後に、業績改善イニ
シ ャ チ ブ（Performance Improvement Initiative, 

PII）と改称されている。2002 年 8 月からは「プ
ログラム評価採点ツール」（Program Assessment 

Rating Tool, PART と略称）を開始し、連邦プロ
グラムの首尾一貫した評価システムの確立を目
指した。このほか、2002 年には税納付金アカ
ウンタビリティ法（PL107-289）、不正支払い情
報法（PL107-300）を成立させ、さらに 2006 年
には連邦資金アカウンタビリティ及び透明化法

（PL109-282）を成立させた。後者は、連邦から
の補助金・融資・契約の受領者に関するデータ
ベースを、2008 年 1 月 1 日までに国民がオン
ライン・アクセスできる形で構築するよう
OMBに義務づけるものであった（37）。ブッシュ
Ⅱ大統領が歴代政権の事績を継承して、不正・

（注）　税率の変更開始点は、実施年ではなく、当該税法が成立した年を表す。
（出典） 筆者作成。
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図 1　基幹税の最高税率推移

36　 P.Joyce, “Linking Performance and Budgeting: Opportunities in the Federal Budget Process,” J.Breul and 
C.Moravitz ed., Integrating Performance and Budgets: The Budget Office of Tomorrow , Rowman & Littlefield 
Publishers, Inc., 2007, pp.25-27, 36, 62, 66; 渡瀬義男「米国議会予算局（CBO）の足跡と課題」『レファレンス』689 号, 
2008.6, p.23.

37　 Schick, op.cit .34 , 2007, p.297; Bush Administration, “Highlights of Accomplishments and Results: the 
Administration of President G.W.Bush 2001-2009,” The White House, Dec.2008, p.18.
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無駄排除と業績予算とを推進した事実は確かに
認められるのである。とはいえ、財政政策の根
本の箍が外れてしまうなら、この種の努力も焼
け石に水となることは弁えておかなければなら
ない。

Ⅱ　連邦議会の財政統制力

ブッシュⅡ政権の下で、上述の「無分別（38）」
ともいえる政策はなぜ実行されたのか。このよ
うな事態は、議会の従順さとチェック機能の衰
退なしには生じえないことであった。本章では、
議会の財政統制力にかかわる実態を検証する。
その理解を助けるために、まず連邦予算の編成
過程、すなわち予算案作成から予算（関連）法
成立までのステージを振り返ることにしよう。

1　予算編成過程の要点

⑴　予算循環
アメリカの予算過程は 4 つのステージで構

成される。大統領予算案の作成、議会の予算編
成・議決、予算の執行、監査・審査である（39）。
議会が自ら予算を編成するため、修正権の限界
がそもそも問題になりえないところが、他の民
主主義諸国と異なる点である（40）。会計年度は
10 月 1 日から翌年の 9 月 30 日までの 1 年（単

年度主義＝ 1 年制予算）で、終了日の属する年を
もって年度呼称するから、本稿執筆時点（2009

年 9 月）は 2009 年度予算執行の最終月となる。
それはまた、2010 年度の歳出予算法が 12 本す
べて（または束ねられて）成立しなければなら
ない時期であるとともに、2011 年度予算の各
省要求が OMB に提出され、その査定がいよい
よ始まるという時期である。このように、各ス
テージが重層的に順次立ち現れる事象を「予算
循環」と呼んでいる（41）。

　
⑵　大統領予算過程

新たな会計年度の始まる約 17 か月前、すな
わち前年の 4 ～ 5 月頃、各省庁・政府機関は当
該新年度の予算要求の準備を開始する（10 月か

ら始まる次年度に向けた議会審議はこの時点ですで

に進行中）。作成の中心となる OMB は前年の 7
月頃、OMB 通達 A-11 を発出して各機関に詳
細な指示を与え、各機関はこれに則って 8 ～ 9
月頃 OMB に要求を提出する。10 月から 11 月
にかけて、OMB による査定、大統領への説明
と原案提示、各機関への通知が行われ、12 月
には、各機関による復活折衝と大統領による裁
断を経て予算案が固まる。その後、新年 1 月に
かけて予算書が印刷され、各機関は議会の歳出
委員会（Appropriations Committee）小委員会へ
の説明用資料を作成する。こうして表 2 が示す
とおり、新年、すなわち当該年 2 月の第 1 月曜
日までに、大統領は予算教書を含む予算案を議
会に提出するのである（大統領は7月15日までに、

38　 坂井　前掲書, p.237.
39　 R.Keith, “Introduction to the Federal Budget Process,” CRS Report for Congress , 98-721, Updated 

Mar.7, 2008, p.10. なお、アメリカを含む各国予算過程の比較研究には、D.McGee, The Budget Process: A 
Parliamentary Imperative,  Commonwealth Parliamentary Association and Pluto Press, 2007 が有益である。

40　 McGee, ibid ., pp.7, 19, 63, 77, 84, 128.
41　 アメリカではわが国と違い、財務長官が年初に「合衆国政府収入・支出・残高総合報告書」を議会に提出す

るだけで GAO は決算検査報告を行わず、決算専管の委員会による審査もないので、決算・監査ステージが時
間的に区分しにくい。その代わり、GAO は議会の有する強力な調査機関として、国の監査・評価機関として常
時機能している。一方、議会においては、歳出委員会が毎年の歳出予算法制定の過程で、また各授権委員会が
所管の法制定・修正のたびごとに、行政府の活動を厳しく審査・点検している。議会にはさらに、行政府の監
督を本来任務とする委員会（下院の行政監視・政府改革委員会、上院の国土安全保障・政府問題委員会）もある。
その意味で、監査・審査は議会によって日常的に行われているといってよい。なお、財務長官は毎年 3 月末（近
年は前年 12 月中）、前年度の政府全体の監査済み財務報告＝「合衆国政府財務報告書」を大統領と議会に提出
しており、GAO 院長がその監査を行っている（渡瀬　前掲論文⒀「GAO の 80 年」, pp.55, 60 参照）。



ブッシュⅡ政権下の財政と連邦議会

レファレンス　2009. 12 65

経済見通しを更新した年央改訂版を議会に提出す

る）。予算書は、本編のほかに詳細な付録編、
歴史統計編、分析編などから成っている（42）。

⑶　議会予算過程
大統領の予算案は議会への要請にとどまり、

審議の参考資料にすぎないが、議会が最終的に
編成・審議・確定する予算を方向づける、もし
くは下敷きとなる重要なものである（43）。この
時期、議会においては、財政・経済に関する独
自の情報提供と分析を任務とする議会予算局

（Congressional Budget Office, CBO と略称）が動き
出している。表 2 によれば、CBO は 2 月 15 日
までに（通常 1 月中）、射程 10 年の「財政・経済
展望」を両院の予算委員会（Budget Committee）

に提出する。これは、予算数値測定の基準とな
るベースラインを含んでいる。また、表にはな
いが 3 月上旬には、「大統領予算案分析」を発
表し、議会審議の手助けをする。

一方、各授権委員会（authorizing committees）（44）

は予算案が提出されてから6週間以内（3月中旬）

に、自らの「見解と見積り」を予算委員会に提
出する。税制・エンタイトルメント等を管轄す
る下院歳入委員会（Ways and Means Committee）

と上院財政委員会（Finance Committee）も、こ
の授権委員会に含まれる。その間、歳出委員会
では小委員会ごとに公聴会が開かれ、当該機関
の官僚等が証言に立つ。また予算委員会でも、
公聴会が開かれ、そこで出されたデータ・論評
にさきの「見解と見積り」、さらに CBO の「大
統領予算案分析」等を加えて、予算決議（budget 

resolution）の準備が始まる。
ⅰ　予算決議

予算決議は、両院が議決するのみで大統領
の署名を要しない「一致決議」（concurrent 

resolution）の形式をとる。したがって法律では
ないが、次年度以降 10 年先（過去の例では 5 年、

6 年、7 年もあり）の予算の大枠を形成する。
1974 年議会予算及び執行留保統制法（PL93-344, 

「議会予算法」と通称）に定められた議会予算過
程の核心に位置し、収入（見込）総額、支出総
額（新規の予算権限額・支出見込額）、収支差額、

42　 Keith, op.cit ., pp.10-11; Schick, op.cit .34, 2007, p.94.
43　 議会予算過程とその制度については、松橋和夫「アメリカ連邦議会の歳出予算―2002 年度立法府歳出予算法

の構成と立法過程―」『レファレンス』614 号, 2002.3, pp.7-36 が詳しい。また廣瀬淳子『アメリカ連邦議会―世
界最強議会の政策形成と政策実現―』公人社, 2004, pp.105-124 参照。

44　 一般の授権法＝実体法を所管する常任委員会のことで、立法委員会とも呼ばれる。

表 2　議会予算過程の日限
日　　限 各　主　体　の　行　動

2 月第 1 月曜日 大統領、予算案を議会に提出
2 月 15 日 議会予算局（CBO）、財政・経済展望を予算委員会に提出
3 月中旬（大統領予算案提出後 6 週間） 関係各委員会、「見解と見積り」を予算委員会に提出
4 月 1 日 上院予算委員会、予算決議案を本会議に報告
4 月 15 日 議会、予算決議を可決
5 月 15 日（注） 下院、歳出予算法案の審議開始（予算決議が未決でも開始）
6 月 10 日 下院歳出委員会、すべての歳出予算法案の報告終了
6 月 15 日 議会、予算決議の求める調整法を可決
6 月 30 日 下院、すべての歳出予算法案を可決
7 月 15 日 大統領、年央（見通し）改訂を議会に提出
10 月 1 日 新会計年度開始

（注）　予算決議が未了でも 5 月 15 日以降は審議が可能になるという意味。この日以外は日限ではあるが、実際は守られない場合
が多い。

（出典） B.Heniff, “The Congressional Budget Process Timetable,” CRS Report for Congress, 98-472, Mar.20, 2008; R.Keith, 
“Introduction to the Federal Budget Process,” CRS Report for Congress, 98-721GOV, Updated Mar.7, 2008; J.Gosling, 
Budgetary Politics in American Governments, Fifth Edition, Routledge, 2009, pp.149-150 より筆者作成。
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国債発行限度、さらに国家機能別配分額を明示
するほか、必要とあれば現行法の規定の変更を
授権委員会に指示する「調整」（reconciliation）

を含むことがある。この決議を受けて初めて歳
出予算法案（annual appropriations bills）の審議
に入りうるという意味で、議会予算過程の起点
ともいえよう。ただし、両党が激突する場面で
は、両院における議決の日限 4 月 15 日（議会

予算法当初は 5 月 15 日）は守られないことが多
い（45）。
ⅱ　歳出予算法

予算決議の議決後、まず下院の歳出委員会
において歳出予算法案の審議が始まるが、5 月
15 日になってもなお決議が成立しない場合に
はその時点で審議入りとなる。従来は 13 の小
委員会が、所管する省庁・機関別に 13 本の歳
出予算法（appropriations acts）の成立に導いて
きたが、2005 年から 2007 年にかけての歳出委
員会の組織改革によって両院ともに 12 の小委
員会へと再編された（歳出予算法も 12 本）。なお、
表 2 のように、法律上の期限は下院についての
み 6 月 30 日と明記されていて、上院について
は定めがない（下院の先議も慣行による）。した
がって上院は、10 月 1 日の前までに歳出予算
法案の手続きを終え、両院協議会において下院
案と一致させた後に、これを議決しておかなけ
ればならない。ただし、1974 年度から 99 年度
までの 26 年間で、当時 13 本の歳出予算法が期
限内に成立したのはわずか 4 回にとどまること
から察せられるとおり、編成の遅れが常態化し

て い る（46）。間に合わないときは継続決議
（continuing resolutions）が暫定予算の役割を果
たすが、これも決まらない場合は政府機関の閉
鎖も生じうる。緊急時その他追加の需要が生じ
たとき補正予算（supplemental appropriations）

を組むことについては、各国と変わりはない。
歳出予算法による裁量的経費の規模は、連邦歳
出全体の 3 分の 1 程度である。なお、この算出
予算法に盛り込まれる地元利益誘導型の特定事
業＝イヤマークについては後述する。
ⅲ　調整法

各授権委員会は、上記の歳出予算法案審議
に先立ち、予算決議の中の調整指示に基づいて
所要の改正法案を用意し、予算委員会はそれを
取りまとめて各院の通過を図る。両院は 6 月
15 日までに調整法（reconciliation legislation）の
手続きを完了させなければならない。アメリカ
議会は本来、このように授権委員会が授権法＝
実体法をまず定め、その要件の下で歳出委員会
が歳出予算法によって支出権を付与する、とい
う 2 段階の二元的システムを構成原理としてき
た。しかし近年では、授権法のない（または授

権法の有効期限の過ぎた）歳出予算や、実体規定
をもつ歳出予算法も多く見られるようになり、
紛争を生じた場合は「後法（＝新法）」の優先
を基本ルールとするようになっている（47）。

ところで、議会予算法に定められた調整が
最初に用いられたのは、1980 年のカーター政
権時である。それが本格的に駆使されたのが前
述の OBRA81 であった。2007 年までの調整回

45　 制度開始以来、期限内の可決は 6 回しかない。1998 年（99 年度予算）、2002 年（03 年度予算）、2004
年（05 年度予算）、2006 年（07 年度予算）に至っては、予算決議自体が成立しなかった（B.Heniff, “The 
Congressional Budget Process Timetable,” CRS Report for Congress , 98-472, Mar.20, 2008, p.1）。遅れの要因の
1 つに、決議中の総額の拡大という「総論」への反対のしやすさが挙げられる。これが個別利益を盛り込んだ
歳出予算法案の「各論」であれば、支出増には党派を超えて賛成するであろう（Schick, op.cit . 34, 2007, pp.138, 
159）。予算決議の方が「原理的」な意思表明がなされ、対立が鮮明になるとする説もある（待鳥聡史「コンセ
ンサスなき協調―共和党多数期における予算編成の歴史的位相―」紀平英作編著『アメリカ民主主義の過去と
現在―歴史からの問い―』ミネルヴァ書房, 2008, pp.282-285）。

46　 U.S.Senate, “Biennial Budgeting and Appropriations Act,” Report of the Committee on Governmental 
Affairs , 106-12, Mar.10, 1999, p.3.

47　 Schick, op.cit . ⑿, 2000, pp.175, 177, 189-190, 216-217, 229, 235-236.
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数は計 19 回を数える（48）。当初、財政赤字削減
を主目的としていたが、1990 年代後半から政
策変更一般に広く使われ始め（49）、ブッシュⅡ
政権によってさらに減税用に徹底された。財政
規律の喪失を憂慮した民主党議会が、この調整
を赤字削減にのみ用いるよう義務づける規則を
採択したのは 2007 年のことである（50）。なお、
この調整には議事を早める特別の規定が設けら
れている。下院が討論時間も修正論議も制限す
る特別規則の下で審議するのに対し、上院の討
論時間は 20 時間（両院協議会報告の討論時間は

10時間）と上限が定められている（51）。すなわち、
一般に上院で通用するフィリバスター（合法的

な議事進行妨害）が許されないのであって、そ
れゆえにこそ過半数で決することのできる調整
法が多用されたのである（52）。

この討論時間の制限は、予算決議にも課せ
られている（下院で最長 14 時間、上院で最長 50

時間。両院協議会報告の討論はそれぞれ 5 時間と 10

時間）（53）。フィリバスターが行使された場合、
異議申し立てを提起してこれを停止（適用除外

＝ waiver）するには、通常なら上院議員の 5 分
の 3、すなわち 60 票の特別多数を要する。そ
のハードルがないということは、予算委員会の

「産物」である予算決議が、調整法ともども過
半数で決着させられることを意味する。議会予

算法は元来、このように議会多数派の意思決定
を重んじる法律であった。その多数派が安定
的に形成されず、「政府」と「市場」のあり方
をめぐる原理的な対立を根底に党派的利益が
追求されるとき、財政運営の混迷と「国論分裂」

（‘dissensus’）（54）が続くことは避けられなかっ
た。

2　議会統制力の衰退と回復

保守強硬派に主導された議会共和党は、腐
敗追及を掲げながら自ら利益政治に染まって
いった。イヤマークの激増はその何よりの証拠
である。一方、議会によるチェック機能の低下
は著しかった。これを裏づけるのが委員会開会
回数の激減である。さらに、調整が減税に乱用
されたうえ、補正予算の多用、ペイゴー規定の
期限切れ放置に見られるように、財政規律はほ
とんど失われた。それが修復される兆しを見せ
るのは、2007 年民主党議会の復活以後のこと
である。

⑴　議会統制力衰退の実態
ⅰ　激増するイヤマーク

イヤマーク（earmark）とは、本来、家畜の
耳に付けて所有者を表す「耳印」のことである。
それはやがて、一定の金額に「目印」を付けて

48　 Keith, op.cit ., p.25.
49　 共和党の上院支配に伴って交代した議事総監（parliamentarian）の助言により、翌 1996 年から赤字削減

以外にも調整法を用いることが先例となった。上述の福祉改革法や納税者救済法がそれである（W.Dauster, 
“The Congressional Budget Process,” E.Garrett et al. ed., Fiscal Challenges: An Interdisciplinary Approach to 
Budget Policy , Cambridge University Press, 2008, p.13）。

50　 Keith, op.cit ., p.25; Dauster, ibid ., pp.9, 14.
51　 Dauster, ibid ., pp.29-30.
52　 調整法が減税に用いられた根拠については、Gosling, op.cit ., p.144; 廣瀬　前掲書, pp.108-109 参照。なお、上

院には R. バード民主党院内総務（後に歳出委員長）の考案した「バード規則」が存在する。これは、調整法案
への修正をめぐり「関連性なき」規定・文言を（少数党でも）異議申し立てによって削除できるというもので
あるが、議長の裁定前に停止動議を出して 60 人の賛成を得ればその申し立てを却下できる仕組みである。「無
関連」とは、調整指示に従わなかったり、対象年度外の赤字を増やしたりする規定のことであって、ブッシュ
Ⅱの減税調整法が 2010 年末で期限切れとされたのはこれに抵触したからであった（Dauster, op.cit ., pp.30-34; 
河音　前掲論文, pp.53-56 参照）。

53　 Dauster, ibid ., pp.21-22; Schick, op.cit . 34, 2007, p.138.
54　 A.Wildavsky, The New Politics of the Budgetary Process , Harper Collins, 1988, pp.160, 166, 191, 225, 420. 同

様の趣旨で「分極化」（‘polarization’）も使われている（ibid ., pp.203, 249, 425）。
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特定の用途に充てる資金処理を指すようになっ
た。このイヤマークについては、政府内の
OMB、議会補佐機関の 1 つである議会調査局

（Library of Congress ＝議会図書館に置かれた

Congressional Research Service, CRS と略称）、民
間団体等による調査が知られているが、実は単
一の定義が存在するわけではない。たとえば
CRS は報告の中で、13 本（当時）の歳出予算
法ごとに一貫してイヤマークを扱っているもの
の、それぞれが統一的な定義に拠るものではな
いため、そもそも集計になじまず、「確定数値
と見なすべきではない」と強調している（55）。
そして運輸省関連イヤマークの項では、定義の
一例として、歳出予算法・両院協議会報告の中
に盛り込まれた、特定の（specific）地域におけ
る特定のプロジェクトまたは組織に特定額を支
出すべしという議会の指令のことであると紹介
している（56）。しかし、こうした概念上の不統
一が、CRS の詳細な分析・報告の価値を損ね
るものでないことはもちろんである。

議員の中には、これを「議会発案のプロジェ
クト（57）」と呼び、個別地域の需要を誰よりも
知る議員の見せ場であり、民主主義の表れで
あると解する者が多い。一方、議会内外の批
判者は、これを「ポーク・バレル（豚肉樽）支
出（58）」と呼び、濫費そのものと捉えている。
選挙民に取り入るだけでなく、そのままでは堅
実派に反対されそうな歳出予算法案の支持取り
つけにばらまかれる「飴玉（sweeteners）（59）」
との見方である。

表 3 は、CRS の調査報告 3 点から、歳出委
員会小委員会に対応した各省各機関の予算に含
まれる近年のイヤマークの件数・金額をたどっ
たものである。まず驚かされるのは、その著
しい増大ぶりである。1994 年度に 4,155 件を数
えたイヤマークは、1998 年度から急上昇に転
じ、2002 年度に 10,631 件、2005 年度に 16,059
件とピークに達し、2008 年度においてもなお
12,810 件の高水準にある。CRS の限定的定義
によってさえこれだけ急増したのは何故であ
ろうか。1995 年の共和党議会の誕生直後（1996

年度）には抑制的だったことを重ね合わせると、
考えられる理由は二つある。第一は、好景気と
収支好転に伴って財政規律が弛緩したことであ
る。第二は、共和党が民主党と競い合うように
地元利益に傾斜したこと、共和党支配を永続さ
せるためにイヤマークを梃子にしたことであ
る。

その典型として、ハイウェイ建設にまつわ
るイヤマークを挙げることができる。1956 年
に連邦補助を定めたハイウェイ法が成立して以
来、1970 年代になっても特定プロジェクト＝
イヤマークは下院においてほとんど目立たな
かった。その数は、民主党時代の 1987 年法案
で 155 件、1991 年法案でも 538 件にとどまっ
ていた。それが、共和党支配下の 1998 年法案
で 1,850 件、2005 年法案では 6,371 件にまで膨
張したのである。マン＝オルンスタイン両研究
員の引用する下院スタッフの発言によれば、過
去 50 年間でハイウェイ法案に 9,242 件のイヤ

55　 CRS Appropriations Team, “Earmarks in Appropriation Acts: FY1994, FY1996, FY1998, FY2000, FY2002, 
FY2004, FY2005,” Jan.26, 2006, pp.2-3, 7.

56　ibid ., p.39.
57　 J.Cochran and A.Taylor, “Special Report: Earmarks the Booming Way to Bring Home the Bacon,” CQ 

Weekly , Vol.62, No.6, Feb.7, 2004, p.324.
58　ibid ., p.324. 「ポーク」はアメリカの地元利益誘導型政治を突く慣用語である。たとえば「政府の浪費に反対

する市民連合」（Citizens Against Government Waste）は、一定基準を満たすイヤマークを「ポーク」と認定
し、毎年春『ピッグ・ブック』を刊行して批判・啓蒙に努めている（J.Schatz, “Difficulty in Distinguishing the 
Earmarks from the ‘Pork’,” CQ Weekly , op.cit ., p.328）。このほか上掲注57の「ブリング・ホーム・ザ・ベーコン」
もある。さすが肉食の国であるが、筆者はこれを「我田引鉄」と解している。

59　 Cochran and Taylor, op.cit ., p.325.
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マークが付けられ、そのうち 8,504 件、92％が
1995 年からの共和党支配期のものであるとい
う（60）。イヤマークは、共和党の「理念」が幻
であったことを映し出す鏡といえるかもしれな
い。地元利益のためにクリスマス・ツリーのよ
うにぶら下げられた事業の金額は総額から見れ
ば僅かではあるが（61）、このイヤマークは下か
らのミクロ的予算編成、あるいは増分主義的予
算編成（62）を象徴し、それだけアメリカ政治に
深く根づいている。

なお、イヤマークの要求をめぐっては、議
員の属性によって生じる著しい不均等を見落と
してはならない。議会専門誌の分析によれば、
激戦区の議員と無風区の議員、役付き議員とヒ
ラ議員、歳出委員会所属議員と非所属議員、白
人議員と黒人・ヒスパニック議員との間に、大
きな差が存在する（63）。参考までに直近の民主
党議会下（ブッシュⅡ政権期）の事例を紹介し
ておこう。
①　2008 年度予算の下院可決済み 12 法案中、

歳出委員会の 66 人（民主 37 人、共和 29 人）

だけで議員単独要望のイヤマーク総額 42 億
ドルの 45%を占めた。

②　54%の議席を有する民主党が件数にして
58%のイヤマークの推進者であった。

③　1 人当たり平均では 960 万ドルのところ、
民主党議員は平均して 1030 万ドル、共和党
議員は平均して 870 万ドル、男性議員は 970
万ドル、女性議員は 890 万ドルを要求した。
また、歳出委員会の J. マーサ国防小委員長

（民主・男）が 1 億 8000 万ドル、同国防小委
員会の C.W.B. ヤング議員（共和・男）が 1 億

2900 万ドル、N. ペロシ下院議長（民主・女）

が 6700 万ドルというように、一部の有力議
員が突出した要求ぶりを示している。

④　同じ民主党内でも、白人 1200 万ドル、黒
人 610 万ドル、ヒスパニック 570 万ドルと偏
りが明らかになったほか、当落線上の議員へ
の「傾斜配分」も見られた。
ここから浮かび上がるのは、歳出委員会の

強さであり、多数党の有利さと少数党・マイノ
リティの非力さであり、有力議員と選挙情勢に
配慮するあまり市民ニーズからかけ離れたイヤ
マークの政治性である。さらに問題なのは、イ
ヤマークを獲得するために雇われるロビイスト
の跋扈である（64）。ロビイストが国庫からイヤ
マークを引き出し、議員がそのロビイストから
選挙資金を受け取るという関係が、腐敗をはび
こらせるだけでなく、アメリカの民主主義を危
うくするものであることは論をまたない。国民
の不信と怒りを背景にした規制強化は当然のこ
とであった。
ⅱ　委員会開会回数の減少と審議の空洞化

表 4 は、近年における議会の仕事量の推移
を表したものである。この中でとくに注目すべ
きは、議会による行政監視と立法活動の指標と
もいうべき各種委員会開会の回数である。1974
年議会予算法の制定以来、1 議会期当たり下院
で 5,000 回、上院で 2,000 回を超えていた開会
回数は、共和党議会となった 1995 ～ 96 年の第
104 議会期以降に急減している。とりわけ下院
の場合、ブッシュ政権下の第 107 議会期（2001

～ 02 年）から統計の出ている第 109 議会期（2005

～ 06 年）にかけて落ち込みを深め、実に 2,000

60　 Mann and Ornstein, op.cit ., pp.177-178.
61　 たとえば 2002 年度のイヤマーク総額は 466 億ドルで、全裁量支出中の 6.4%であった（Cochran and Taylor, 

op.cit ., p.325）。ただし、統一基準によって積み上げられた総額ではないため、暫定の試算値と捉えるべきこと
は前述のとおりである。

62　 河音琢郎『アメリカの財政再建と予算過程』日本経済評論社 , 2006, pp.4-11, 68-74, 163-174 参照。
63　 J.Allen, “Manifest Disparity,” CQ Weekly, Vol.65, No.37, Oct.1, 2007, pp.2836-2838, 2843.
64　 退職後にロビイストに転じた R. リビングストン元歳出委員長（下院・共和）や R. ドール元上院院内総務（共和）

のような例さえある（Cochran, “A Series of Hurdles to Jump for Those Seeking Funding,”op.cit . 57, 2004, 
p.331）。
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表 3　イヤマークの推移

所管小委員会
1994 年度 1996 年度 1998 年度 2000 年度 2002 年度 2004 年度

（注 1）
件 百万ドル・％ 件 百万ドル・％ 件 百万ドル・％ 件 百万ドル・％ 件 百万ドル・％ 件 百万ドル・％

農務 313 219（ 1.5） 211 166（ 1.2） 284 287（ 2.1） 359 271（ 1.9） 629 559（ 3.5） 660 500（ 3.0）

商務・司法・司法府・
国務等

253 2,701（11.5） 171 2,522（ 9.1） 275 3,986（12.5） 361 8,198（20.7） 1,111 6,395（15.4） 1,454 9,758（23.8）

軍事（CIA を含む） 587 4,230（ 1.8） 270 2,829（ 1.2） 644 4,366（ 1.8） 997 6,116（ 2.3） 1,409 7,235（ 2.3） 2,208 8,482（ 2.3）

ワシントン DC 0 0（ 0.0） 0 0（ 0.0） 3 23（ 2.8） 16 19（ 4.3） 41 65（15.9） 78 66（12.0）

エネルギー・治水・干
拓等

1,574 5,500（24.8） 1,431 3,578（18.5） 1,877 6,100（28.8） 1,707 4,304（19.8） 1,437 7,600（30.3） 2,192 5,260（19.3）

外交・輸出金融等 38 7,951（27.2） 53 6,601（27.3） 81 8,445（32.1） 69 7,163（10.7） 119 8,351（27.1） 245 13,051（37.1）

内務等 314 482（ 3.6） 137 403（ 3.2） 320 921（ 6.7） 479 960（ 6.4） 636 1,065（ 5.6） 648 851（ 4.2）

労働・厚生・教育 5 2（ 0.0） 7 15（ 0.0） 25 54（ 0.0） 491 461（ 0.1） 1,606 1,019（ 0.3） 2,036 876（ 0.2）

立法府 1 1（ 0.0） 0 0（ 0.0） 1 1（ 0.1） 0 0（ 0.0） 4 3（ 0.1） 3 1（ 0.0）

軍事建設（注 2） 895 3,766（37.4） 556 2,926（26.2） 461 3,203（34.9） 518 5,357（64.0） 634 6,728（64.1） 580 6,324（67.9）

運輸等（注 3） 140 909（ 2.4） 167 789（ 2.1） 147 1,227（ 2.9） 641 1,284（ 2.6） 1,493 3,218（ 5.4） 2,282 3,359（ 5.7）

財務・郵便・大統領府・
一般政府（注 4）

5 19（ 0.1） 4 4（ 0.0） 11 81（ 0.3） 7 41（ 0.2） 12 70（ 0.2） 19 41（ 0.1）

退役軍人・住宅都市開
発・独立機関（注 5）

30 10（ 0.0） 48 133（ 0.2） 140 600（ 0.7） 469 607（ 0.6） 1,500 1,800（ 1.6） 1,776 1,220（ 1.0）

国土安全保障
（注 3・注 6）

- - - - - - - - - - - - - - - 9 44（ 0.1）

合計 4,155 3,055 4,269 6,114 10,631 14,190

（注 1） カッコ内はイヤマークの対裁量支出額比。
（注 2） 基地再編・閉鎖勘定を含む。この勘定は 2001 年度末で終了したが、跡地環境浄化は継続している。
（注 3） 2003 年度から沿岸警備隊と運輸安全局が運輸省から国土安全保障省（DHS、2002 年設立）に移管された。したがって、

表中の 2004 年度以降とは連続しない。
（注 4） 2003 年度からアルコール・タバコ・火器局、関税局、シークレットサービス局が財務省から DHS に移管された。
（注 5） 2005 年の歳出委員会再編の焦点は、退役軍人・住宅都市開発小委員会の整理統合にあった。その結果、2006 年度から、

退役軍人→軍事建設、住宅都市開発→運輸・財務、環境保護局→内務等、NASA・国立科学財団→商務・司法・科学等、
連邦緊急管理庁→ DHS に、それぞれ統合された。



ブッシュⅡ政権下の財政と連邦議会

レファレンス　2009. 12 71

2005 年度 2006 年度 2008 年度

所管小委員会 所管小委員会
件 百万ドル・％ 件 百万ドル・％ 件 百万ドル・％

704 501 （ 3.0）農務・農村開発・食品医薬品 689 505 （ 3.0）農務・農村・食品医薬品 623 402 （ 2.1）

1,722 9,516 （21.8）商務・司法・国務・科学等 2,394 13,586 （22.0）商務・司法・科学等 1,728 823 （ 1.5）

2,506 9,011 （ 2.3）軍事 2,847 9,427 （ 2.4）軍事 2,049 4,982 （ 1.1）

95 94 （17.3）  ― - - -  ― - - -

2,313 4,920 （17.3）エネルギー・治水・干拓等 2,436 5,923 （19.4）エネルギー・治水・干拓等 2,427 6,595 （21.0）

427 14,458 （36.6）外交・輸出金融 393 15,701 （37.3）外交・国務等 0 0 （ 0.0）

568 777 （ 3.9）内務・環境・森林局・スミソニアン博物館 825 895 （ 3.4）内務・環境等 651 625 （ 2.3）（注 7）

3,014 1,180 （ 0.2）労働・厚生・教育 8 29 （ 0.0）労働・厚生・教育等 2,241 1,027 （ 0.7）

6 4 （ 0.1）立法府 4 1  （ 0.0）立法府 4 0 （ 0.0）

504 6,613 （66.1）軍事建設・退役軍人 575 16,057 （19.6）軍事建設・退役軍人 573 10,044 （15.7）

2,094 3,269 （ 5.5）運輸・財務・住宅都市開発・郵便・司法府・DC 等 2,820 4,706 （ 3.4）運輸・住宅都市開発等 2,149 2,954 （ 2.9）（注 7）

17 10 （ 0.0）  ― - - - 金融サービス・一般政府 234 1,001 （ 4.9）

2,080 1,000 （ 0.8）  ― - - -  ― - - -

9 33 （ 0.1）国土安全保障 21 232 （ 0.7）国土安全保障 131 424 （ 1.1）

16,059 13,012 12,810

（注 6） DHS は 2002 年に設立されたが、歳出委員会 DHS 小委員会は 2003 年に創設されたため、予算としては 2004 年度から登
場した。その後も歳出委員会の再編は続き、2008 年度から両院そろって 12 小委員会に落ち着いた。最終的に、財務、司
法府、DC は、大統領府とともに金融サービス・一般政府へと統合されている。

（注 7） 下院歳出委員会の推計を含む。
（出典） CRS Appropriations Team, “Earmarks in Appropriation Acts: FY1994, FY1996, FY1998, FY2000, FY2002, FY2004, 

FY2005,” Jan.26, 2006; CRS Appropriations Team, “Earmarks in FY2006 Appropriations Acts,” Mar.6, 2006; CRS 
Appropriations Team, “Number and Dollar Value of Items in FY2008 Earmark Disclosure Lists and Number of Items 
in Those Lists Identified in Text of FY2008 Appropriations Laws,” Jun.19, 2008 より筆者作成。
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回台にまで減少している。クリントン政権下の
民主党議会（第 103 議会期＝ 1993 ～ 94 年）に比
べて半減しているわけであり、このことが持つ
意味は重大である。マン＝オルンスタイン両研
究員の指摘した、議会の監視機能の低下、「憲
法機関としての衰退（‘institutional decline’）（65）」
を、これほど明瞭に物語る数値は他にあるまい。

もう 1 つ、表 4 にはないが、下院本会議の
修正論議をシャットアウトする「閉鎖型」議事
進行規則の乱用も見逃すことはできない。第
103 議会期（1993 ～ 94 年）に 9％だったその適
用は、第 106・107 議会期（1999 ～ 2002 年）に
22％に上り、第 108 議会期（2003 ～ 04 年）には
28％にも達した。特定の部分についてのみ修正
案の提出を認める「修正閉鎖型」を含めれば、
第 103 議会期の 18％から第 108 議会期の 49％
へと急伸する（66）。この数値は、とりわけ大統
領案を通すことが自分の責任と広言する D. ハ
スタート下院議長の「副官」ぶりを如実に示し
ている（67）。慎重審議を命とする議会が変質し
て、まさしく「壊れた統治機関（‘a broken 

branch’）（68）」に陥ったということである。
ⅲ　補正予算の膨張

ブッシュ政権下で特徴的な財政運営の 1 つ
に、補正予算の多用と大型化がある。近年の補
正予算の推移をたどった表 5 によれば、軍事費

の補正増が著しい（69）。とりわけ、イラク戦争
を始めた 2003 年度からはその大規模化が進ん
でいる。軍事予算の実績値に対する同補正予算
額の比率を求めても、2003 年度以降桁違いに
上昇したことが確かめられる。緊急支出という
ことで予算決議中の配分枠の外に置かれ、調整
の対象にもならない軍事支出は、単に赤字を膨
張させるだけではない。この手法は、本予算を
小さく見せるため、または審査の厳しい本予算
への計上を避けるために、補正を意図的に用い
るという操作を許し、軍事予算を一層不透明に
するのである（70）。

⑵　財政規律と議会統制力の回復へ
2007 年 1 月 3 日、民主党が復権した第 110

議会の冒頭で、ブッシュ大統領はイヤマーク
の件数・金額の半減を要請した。一方、下院
は 1 月 5 日、財政規律を復活させ「汚職文化

（71）」に終止符を打つために、予算の執行とイヤ
マークの開示に係る下院規則を変更した

（H.Res.6）（72）。その中では、赤字の相殺（ペイゴー

の復活）にとどまらず、とくにイヤマークにつ
いて、プロジェクト名・スポンサー名の開示、
利害関係無縁という情報の公開を義務づけてい
た。上院も独自にイヤマークの規制とロビー活
動の開示を強める法案を提出し（S.1）、それは

65　 Mann and Ornstein, op.cit ., pp.7, 9, 226.
66　ibid ., pp.8, 172; 廣瀬　前掲書, pp.80-81.
67　 Mann and Ornstein, op.cit ., pp.139, 155, 213.
68　ibid ., pp.13, 212, 225. 
69　 1970 ～ 1980 年代における補正予算の大半は、失業保険給付、食料スタンプ、農産物価格支持などの義務的

経費であった。1990 年代からは逆に裁量的経費が補正の大半を占めるようになった。もちろん、その中心は全
額が裁量的経費である軍事費で占められている（CBO, Supplemental Appropriations in the 1990s , Mar.2001, 
pp.3, 13）。

70　 C.Block, “Budget Gimmicks,” Garrett et al. ed., op.cit ., pp.47-48; Schick, op.cit . 34, 2007, p.259.
71　 2004 年には大物ロビイストの J. エイブラモフ事件が発覚した。関係した共和党指導部の T. ディレイ下院院

内総務、B. ネイ元下院運営委員長も最終的には起訴を免れなかった。かつては民主党の腐敗追及を看板にして
議会を支配した共和党が汚職にまみれたことが、共和党内の亀裂とロビー活動の規制強化へとつながるわけで
ある（Mann and Ornstein, op.cit ., pp.184-191; 軽部謙介『ドキュメント　アメリカの金権政治』岩波書店, 2009, 
pp.31-54）。ロビイストとイヤマークの結びつきが温床になったことは前述のとおりであるが、このロビイスト
は 10 年間で倍増し、ワシントン D.C. において 3 万人以上が登録される一方、イヤマーク獲得のためにロビイ
ストを雇う公共団体は倍増して少なくとも 1,421 に上るという（軽部　同上, pp.55, 66, 152）。
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同年 9 月 14 日の「正直なリーダーシップ及び
開かれた政府法」（PL110-81）に結実した。その
内容は大略以下のとおりである。
①　イヤマーク規制：下院規則は H.Res.6 で修

正したとおりとし、上院においては、スポン
サー議員に金銭上の潔白証明を義務づけ、本
会議投票の 48 時間以上前に該当データベー

スでの公開も義務づける。
②　ロビイスト規制：活動報告の四半期ごと

の提出と、ネット検索可能なデータベースへ
の載録を義務づける。

③　回転ドア規制：前下院議員のロビイスト
転身の禁止期間は現行のまま 1 年とし、前上
院議員は延長して 2 年間の禁止とする。

72　 以下の記述は、大筋で次の資料に基づく。S.Dennis, “House Adopts Budget, Earmark Rules,” CQ Weekly , 
Vol.65, No.2, Jan.8, 2007, p.125; A.Ota and B.Jansen, “Lobbying Disclosure Bill Cleared,” CQ Weekly , Vol.65, 
No.31, Aug.6, 2007, pp.2366-2368; S.Streeter, “House and Senate Procedural Rules Concerning Earmark 
Disclosure,” CRS Report , RL34462, Jan.27, 2009, p.1.

表 4　アメリカ議会の活動状況
下院 上院

議会期 法案提出数 法案可決数 審議日数 委員会開会回数 法案提出数 法案可決数 審議日数 委員会開会回数
 84（1955-56） 13,169 2,360 230 3,210 4,518 2,550 224 2,607
 85（1957-58） 14,580 2,064 276 3,750 4,532 2,202 271 2,748
 86（1959-60） 14,112 1,636 265 3,059 4,149 1,680 280 2,271
 87（1961-62） 14,328 1,927 304 3,402 4,048 1,953 323 2,532
 88（1963-64） 14,022 1,267 334 3,596 3,457 1,341 375 2,493
 89（1965-66） 19,874 1,565 336 4,367 4,129 1,636 345 2,889
 90（1967-68） 22,060 1,213 328 4,386 4,400 1,376 358 2,892
 91（1969-70） 21,436 1,130 350 5,066 4,867 1,271 384 3,264
 92（1971-72） 18,561 970 298 5,114 4,408 1,035 348 3,559
 93（1973-74） 18,872 923 334 5,888 4,524 1,115 352 4,067
 94（1975-76） 16,982 968 311 6,975 4,115 1,038 320 4,265
 95（1977-78） 15,587 1,027 323 7,896 3,800 1,070 337 3,960
 96（1979-80） 9,103 929 326 7,033 3,480 976 333 3,790
 97（1981-82） 8,094 704 303 6,078 3,396 786 312 3,236
 98（1983-84） 7,105 978 266 5,661 3,454 936 281 2,471
 99（1985-86） 6,499 973 281 5,272 3,386 940 313 2,373
100（1987-88） 6,263 1,061 298 5,388 3,325 1,002 307 2,493
101（1989-90） 6,664 968 281 5,305 3,669 980 274 2,340
102（1991-92） 6,775 932 277 5,152 3,738 947 287 2,039
103（1993-94） 5,739 749 265 4,304 2,805 682 291 2,043
104（1995-96） 4,542 611 290 3,796 2,266 518 343 1,601
105（1997-98） 5,014 710 251 3,624 2,718 586 296 1,954
106（1999-00） 5,815 957 272 3,347 3,343 819 303 1,862
107（2001-02） 5,892 677 265 2,254 3,242 554 322 1,605
108（2003-04） 5,547 801 243 2,135 3,078 759 300 1,506
109（2005-06） 6,540 770 241 2,492 4,163 684 297 1,513
110（2007-08） 7,441 1,101 282         n.a. 3,787 556 374           n.a.

（注 1） 法案には共同決議も含まれる。
（注 2） 委員会は小委員会を含む。なお、下院では 84 － 88 議会期の歳出委員会を含まない。一方、上院では公聴会・ビジネス

ミーティングのすべてを含む。
（出典） N.Ornstein et al., Vital Statistics on Congress 2008, Brookings Institution Press, 2008, pp.124-125, 129; 上院 HP〈http://

www.senate.gov/pagelayout/reference/two_column_table/Resumes.htm〉
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④　その他ロビイストとの接触、ロビイストか
らの献金の規制等。
民主党が主導権を取り戻したことで、議会

もようやく自浄力と牽制機能を回復させ始めた
と見ることができる。表 4 の第 110 議会期にお
ける下院活動の活発化は、その兆候の 1 つであ
る。分割政府であれ統一政府であれ、今後は大
統領権限との拮抗が両者に好ましい緊張関係を
もたらすことも予想される。しかし、問題の根
はきわめて深い。第一に、財政規律の失効を放
置した政権が減税一本槍で構造的赤字を広げた
上に、金融危機の引き金を引いて空前の財政出
動へと追い込まれたことである。議院規則から
法律へのペイゴーの格上げその他、財政規律を

正面から論ずる余地さえないのが実情である。
第二に、さきに紹介したように、両党によるイ
ヤマークの引っ張り合いは相変わらずである。
2008 年 3 月には、上院でイヤマーク 1 年凍結
法案が否決され（29：71）、下院ではペロシ議
長がこれを棚上げした（73）。ロビー活動につい
ても、規制が強まったとはいえ献金自体はなお
容認されている。この一事を採り上げるだけで
も、議会内部の自浄能力の限界は明らかであろ
う。議会外からの有効な監視が必要な所以であ
る。議会における徹底審議と透明な政治がアメ
リカ民主主義の要諦であるとするなら、両党議
員だけでなく選挙民もまた試されているという
ことである。

73　 軽部　前掲書, pp.171-172.

表 5　 補正予算の推移
（単位：百万ドル・％）

年度 補正回数 軍事費（A）
補正総額
（B）

A/B
軍事支出 

実績額（C）
A/C

1990 2 14 4,329 0.3% 299,331 0.0%
1991 3 43,759 48,281 90.6% 273,292 16.0%
1992 4 2,339 11,229 20.8% 298,350 0.8%
1993 4 1,953 7,860 24.8% 291,086 0.7%
1994 8 402 10,358 3.9% 281,642 0.1%
1995 2 299 －12,524           - 272,066 0.1%
1996 7 －1,019 668           - 265,753          -
1997 1 －1 917           - 270,505          -
1998 1 2,861 3,551 80.6% 268,207 1.1%
1999 2 9,057 11,348 79.8% 274,785 3.3%
2000 2 8,817 16,952 52.0% 294,394 3.0%
2001 2 19,578 27,479 71.2% 304,759 6.4%
2002 2 17,108 45,317 37.8% 348,482 4.9%
2003 3 62,808 81,107 77.4% 404,778 15.5%
2004 3 92,031 117,703 78.2% 455,847 20.2%
2005 5 79,169 160,410 49.4% 495,326 16.0%
2006 4 69,835 93,633 74.6% 521,840 13.4%
2007 1 99,807 120,009 83.2% 551,286 18.1%
2008 2 100,370 138,667 72.4% 616,097 16.3%

（注 1）  補正予算は、廃止プロジェクトを控除した純増の予算権限額。マイナスは補正減を
表す。なお、軍事費は国防総省以外の分も含む広義の概念である。

（注 2）  1991 年度の湾岸戦費の突出を除けば、ブッシュⅡ政権下の軍事支出の補正増が著し
い。2005 年度の比率の低下はハリケーン救援費の膨張による。

（出典） CBO, Supplemental Appropriations in the 1990s; Mar.2001, pp.x, 8-9, 16; CBO, 
Supplemental Appropriations from 2000 to 2009; OMB, Historical Tables: Budget 
of the U.S.Government, Fiscal Year 2010 より筆者作成。
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おわりに

ブッシュⅡ政権の時代は、歴代政権時と比べ
て著しい特徴が認められた。戦時体制下にあっ
たこと、大減税路線を貫いたこと、2 期 8 年の
ほとんどを統一政府として運営したというだけ
でなく、連邦議会を従属状態に置いたこと、政
権末期に世界を金融危機の瀬戸際に立たせたこ
と等々である。それは、議会が進んで大統領の
意を迎え、憲法機関としての本来機能を手放し
てしまった時期でもあった。しかし、その時期
は、権力のチェック・アンド・バランス、議会

による統制・監視機能の死活的重要性を改めて
教えもしたのである。議会はその教訓を生かし
つつあるように見えるが、イヤマークの花盛り
は相変わらずである。財政収支のギャップは金
融危機による税収減と非常時対策で一層広がっ
ている（2009 年度 1 兆 4171 億ドル。過去最大の

08 年度 4586 億ドルの 3.1 倍）。国も地方も、銀行
も企業も赤字を抱え、さらにどの主体にも増し
て家計が深い傷を負っているのが現状である。
財政出動を求める声は止みそうもない。オバマ
政権と議会が直面しているのは、以上のような
難題の数々である。

（わたらせ　よしお）


